
 
 

水道局が実施する不動産売払等事務入札書記載事項不備処理要領 

 

（制  定 令和３年３月31日 局長決）  

 

 

水道局が実施する不動産の売払い及び貸付入札における入札書の記載漏れなど記載事項の不備に対する処理

方法について、別表のとおり定型的なケースの取扱いを定めた、水道局が実施する不動産売払等事務入札書記載

事項不備処理要領を制定する。 

また、使用許可の価格提案における価格提案書の記載事項の不備に対する処理方法についても、本要領を準用

する。 

 

 

附 則 

この要領は、令和３年３月31日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 別表 

 入札書の記載事項不備の内容 処理方法 

１ 入札書の記載年月日の記載がないもの 有効 

２ 入札者本人又は代理人の氏名の記載がないもの 無効 

３ 

入札者又は代理人の氏名の記載がないが、押印のみあるもの 入札書に押印されている印章が、

当該入札の手続きの中で提出され

た入札参加申込書や委任状などの

書類（以下「提出書類」という。）で入

札者本人又は代理人が特定できる

ときは有効（注） 

４ 
入札書本人の住所の記載がないもの 提出書類により入札者の住所が特

定できるときは有効 

５ 入札者本人又は代理人の氏名の下に押印がないもの 無効 

６ 

入札者本人と代理人の住所・氏名が

併記されているが、委任状が添付さ

れていないもの 

それぞれの押印あり 有効 

（本人の入札として取扱う。） 入札者本人のみ押印あり 

代理人のみ押印あり 無効 

７ 

入札者本人の住所・氏名の記載があ

り、委任状が添付されているが、代理

人の住所・氏名の記載がないもの 

それぞれの押印あり 有効 

（本人の入札として取扱う。） 入札者本人のみ押印あり 

代理人のみ押印あり 委任状の記載内容から代理人の住

所・氏名が特定できるときは有効 

８ 

委任状が添付され、代理人の住所・氏名のみ記載されていて入札

者本人の住所・氏名の記載がないもの 

提出書類の記載内容から入札者本

人の住所・氏名が特定できるときは

有効 

９ 
入札者本人又は代理人の住所若しくは氏名が委任状の記載と異

なるもの 

氏名が異なる場合は無効 

10 入札者が法人の場合で（株）などと略記しているもの 有効 

11 入札価額の記載を訂正しているが訂正印のないもの 無効 

12 入札価額の記載を訂正し、さらに訂正したもの 無効 

13 
入札価額の記載が不明瞭なもの 

（例）１と７，５と８，７と９，０と６ など 

無効 

14 

入札価額欄の記載に本来記載すべき数字の記載がないもの 

（例）一の位の入札価額欄が空白 など 
 

￥ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０  

無効 

（一の位にいかなる数字を入れたに

せよ他の入札価額より高額となると

しても無効） 

（注）開札は、複数の案件について行われ、複数の入札書の効力を短時間で判定しなければならないため、その判断をするた

めに提出書類以外の資料をあわせて審査することは許されないという趣旨である。 


